
平成３０年１月１７日

上田市長 母 袋 創 一 様

塩田地域協議会

会長 山 極 一 雄

意 見 書

上田市地域自治センター条例に基づき、下記のとおり地域協議会の意見を提出し

ます。

記

１ 件 名 農産物直売所の経営基盤の強化及び農産物加工施設の整備促進について

２ 意見内容

塩田平はため池群と美しい田園、畑地帯が広がる中、米や大豆、果樹など多様な

農作物が盛んに生産されています。

当地域協議会の地域振興委員会では、塩田地域の農産物直売所のあり方について、

市の担当課や農産物直売所関係者との意見交換、松本市「道の駅 今井恵みの里」及

び青木村「道の駅 あおき」の視察等を行いながら研究・検討してまいりました。

塩田地域の農産物直売所関係者からは、「生産者が高齢化し、会員が減少しており、

農産物が思うように集まらない」、「後継者がいない」、「加工施設や保冷設備が無い」

などの意見が寄せられました。

塩田地域の農産物直売所は小規模かつ分散しているため、農産物の品揃えに乏し

く、結果として収益が向上せず、設備投資に踏み切れない状況です。加えて農業後

継者不足も深刻になっています。

農産物直売所を活性化させるためには、消費者目線で農産物の品揃えの充実や通

年営業の必要性について松本市や青木村などの先進地視察を通して改めて感じまし

た。

その先進地の状況を塩田地区の直売所関係者に対して、別紙「塩田地域の直売所

関係者の皆様へ（平成 29年 8月 1日）」にまとめ情報提供してまいりました。

上田市は、今年度の組織改正で農林部内に「農産物マーケティング推進室」を設

けるなど 6次産業化に向けて積極的に取り組んでおられます。

こうしたことから、農産物直売所の活性化に向けて下記のとおり提言いたします

ので御検討をお願いいたします。

記

１ 塩田地域の農産物直売所は小規模分散型であるので、将来に向けた経営基盤の

強化を図るため、農産物直売所間の連携強化や整理統合など行政として地域への

働きかけをいただきますようお願いします。

２ 農産物直売所を活性化するためには、通年営業できるよう農産物加工施設の整

備が必要です。生産者の努力は言うまでもありませんが、公設の農産物加工施設

の整備の検討、又は、農産物加工施設が生産者によって整備されるよう積極的な

働きかけや支援をお願いします。

（様式地協第１号）



平成３０年１月１７日

上田市長 母 袋 創 一 様

塩田地域協議会

会長 山 極 一 雄

意 見 書

上田市地域自治センター条例に基づき、下記のとおり地域協議会の意見を提出し

ます。

記

１ 件 名 長野大学の活用による地域活性化について

２ 意見内容

今、日本の多くの地方都市は少子化による人口減少と高齢化により、地域の活力が急

速に失われつつあり、上田市や塩田地域も例外ではありません。

上田市では長野大学を公立化し、多くの優秀な学生を集め育成し、地域の活性化に向

けて動き出しました。そこで、長野大学が安定して多くの学生を集め育成し、地域が活

性化する為に、産・学・官・民は何をしなければならないか研究をしてきました。

上田地域活性化のため、以下の提言を致します。

提言１ 優秀な学生を継続的に集めるため、「地元推薦枠の拡大検討」をお願いしたい。

地域にとって優秀な学生とは偏差値だけでなく、学生時代は地域活動に積極的に参

加し、卒業後は地域に就職定住し地域を担ってくれる学生です。

長野大学の平成２９年度の競争倍率は約１０倍で例年の５倍程度と大幅にアップ

し、公立化による成果が得られています。しかし、入学者の出身地を見ると、県内出

身者は１８９名（例年２５０名）、東信出身者は８０名（例年１００名）と地域出身

者が大幅に減っています。また、長野県の平成３０年度の推薦枠は６０名で、うち東

信が３１名となっております。学生との懇談の結果、殆どの学生が出身地に就職を決

めている事を考えると、地域の活性化を図るためには地元枠の拡大が必要です。

提言２ 優秀な学生の育成と活用「公立大学として学生に地域貢献の義務化を検討」

アンケートによると地域住民は長野大学生に「地域で行う行事・イベント等に企画

からタッチし、地域を盛り上げて欲しい」と望んでいます。また、企業は長野大学生

を採用する条件として、専門能力の他「自立した人（自ら考え自ら行動できる人）」、

「コミュケーション能力の高い人」と答えており、座学では学べない能力も求めてい

ます。学生に聞いた所、ゼミ活動では地域活動に参加をしているが、自分の時間を大

切に考えており、自分から進んで地域活動に関わろうとする人は僅かでした。地域活

動に参加することにより、学生にとっては上記二つの能力を高める事が出来、地域に

取っては地域を活性化する事が出来、両者共Ｗｉｎ－Ｗｉｎの関係となります。

長野大学生の地域貢献を義務化し、地域活動に参加した学生に大学での単位授与

や、市内で買い物をした場合に特典を与える等の施策が必要です。

提言３ 上記２提言を達成するために「具体施策を立案・実施する部隊の創設」

上記の２提言の他にも地域の活性化に向けた長野大学の活用は数多くありますが、

実施するためには具体的な施策を立案し実行する実践部隊が必要です。また、大学、

学生、企業、地域、市等の関連組織間の結びつけと調整も必要となります。公立化を

図った目的（上田地域の活性化）を達成するため、専門部隊の創設を検討されたい。

（様式地協第１号）



平成３０年１月１７日

上田市長 母 袋 創 一 様

塩田地域協議会

会長 山 極 一 雄

意 見 書

上田市地域自治センター条例に基づき、下記のとおり地域協議会の意見を提出し

ます。

記

１ 件 名 里山及び平地部における荒廃竹林整備に対する支援策の創設について

２ 意見内容

塩田地域協議会地域環境保全委員会では環境的側面から考える地域の課題として荒

廃竹林の及ぼす影響とその対策について長野大学森本研究室とともに調査研究を行っ

てまいりました。調査内容は以下のとおりです。

①塩田地域の３４自治会長に対してのアンケート調査（資料１）

②航空写真を用いた竹林の経年変化調査及び現地視察（資料２）

③塩田地域における民間が行う取組に関する調査

④伐採竹の利活用方法の調査

・竹粉の与える農作物への効果検証（地元農業従事者・長野大学）

⑤関係団体からの意見聴取

・上小森林組合、長野県環境保全研究所、筑波大学院

まずアンケート調査結果と航空写真の経年変化から、荒廃竹林が確認されている自治

会が全体の約 5 割を締め、40 年前と比較しても進行が進んでいることが確認されまし
た。また、整備したくても高齢化や人不足により労力が足りず、外部に委託するにも資

金面から手を付けられない自治会が約 4割存在します。その結果、荒廃竹林の整備が進
まず、その影響の事例として降雪時の交通障害や河川への侵入による塞き止めなどの実

害が発生しています。現在一部の自治会では役員が自己負担、自助努力で整備を行って

いますが十分な対応ができず、相当の負担がかかっています。今後はさらなる温暖化に

より県内でもますます竹林が成長しやすい環境が整っていくという研究結果も発表さ

れており、繁茂した竹林が近年の異常気象による災害発生時に、大規模災害につながる

要素としても考えられます。

これら問題は対処療法ではなく予防措置を行う必要があります。既に取組を行ってい

る自治会に対しては活動を後押しし、取り組んでいない自治会に対しては取組を促進す

るような仕組みづくりが必要です。

竹の利活用方法については、継続調査が必要ですが、タケノコ栽培や竹粉の農業利用

などについて行政より情報提供されれば、関心が高まります。それらを踏まえて以下、

制度の創設を提言します。

（様式地協第１号）



１ 自治会等が行う竹林整備に要する費用に対する助成制度の創設

（例：資機材レンタル費、燃料費、人件費、処分費等）

２ 竹林整備に利用可能な専用機器の導入及び貸与制度の創設

（例：上田市が次の機械等（竹破砕機、竹用チェーンソー、トラック、運搬機、ゴーグ

ル、ヘルメット、飛散防止前掛け等）を導入し、自治会や民間ボランティア組織等へ貸

し出す。又は地域ごとの自治センター、公民館が管理を行い、自治会等へ貸し出す。）

３ 竹林整備に関しての情報提供、相談窓口の創設

（例：整備委託先の紹介、駆除手法の紹介、補助制度の紹介、タケノコを含む竹資

源の利活用方等）



平成３０年１月１７日

上田市長 母 袋 創 一 様

塩田地域協議会

会長 山 極 一 雄

意 見 書

上田市地域自治センター条例に基づき、下記のとおり地域協議会の意見を提出し

ます。

記

１ 件 名 災害時における有効な住民への情報伝達手段の創設ついて

２ 意見内容

多くの犠牲者が出た九州北部豪雨にみられるように、近年、地球温暖化による気

候変動がもたらす災害の発生件数が増加する中、塩田地区は全国有数の少雨乾燥地

帯であり、また、地震災害も少ない地区であるため、住民の災害に対する意識も比

較的薄いのではないかと懸念しております。

そこで、当地域協議会においては、塩田地区の各自治会における自主防災活動に

ついてアンケート調査を実施するとともに自主防災について検討してまいりまし

た。

その結果、現状の自治会においては、役員が多忙なこと、毎年役員が交代するこ

と、自主防災に関して十分な知見が得ずらいことなどから今後自ら十分な自主防災

活動を実施していくことは困難であろうという結論に達しました。

住民に身近な課題は住民自ら解決したいという思いもあり、住民自治組織として

新たに設立された塩田まちづくり協議会へ別紙のとおり「自主防災に関しての調査

検討及び活動の実施について（依頼）」として、この課題解決を託したところです。

一方、当地域協議会の検討過程において、災害時における情報伝達手段が一部の

自治会のように屋外放送設備を有しているところもありますが、ほとんどの自治会

においては、人による伝言、電話などに頼らざるを得ないということも明らかにな

りました。

そこで、この課題を解決するための情報伝達手段の検討を要請します。

（様式地協第１号）


